
 小牧市中小企業振興基本条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

  平成３０年１０月３日  

 

 

小牧市長  山  下  史守朗       

 

 

小牧市条例第３０号



   小牧市中小企業振興基本条例の一部を改正する条例  

 

 小牧市中小企業振興基本条例（平成２８年小牧市条例第３２号）の一部

を次のように改正する。  

 第２条第６号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成

１１年法律第１８号）第１７条第２項」を「中小企業等経営強化法（平成

１１年法律第１８号）第２６条第２項」に改める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  


